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序章 第２期静岡市地籍調査基本計画について 
１．静岡市地籍調査基本計画とは 

静岡市地籍調査基本計画は、本市における地籍調査実施済み区域、国土調査法第 19 条第 5 項指定済

み区域、土地区画整理事業及び土地改良事業等の実施状況を整理するとともに、調査を計画的・効率的

に推進するため、概ねの調査対象地区やその調査手法等を示したものです。 

２．第２期計画改定の背景 
第１期計画の計画期間（H25~R１）が到達したことから、新たな社会情勢の変化等を鑑み、第２期

計画を策定します。国の第７次国土調査事業十箇年計画の方針、地籍調査に係る新たな指針・技術など

を基に「激甚化する災害リスクへの対応」、「コンパクト＋ネットワークの実現」を踏まえたものとし

ています。 

■ 今回の計画で、留意すべき事項（＊詳細は、第２章参照）

① 激甚化する災害リスクへの対応 

・ 地震・津波・液状化： 東日本大震災（平成23年）の知見を踏まえた、「静岡県第４次地震被害想定」 

・ 洪水： 鬼怒川氾濫（平成 27 年）など近年の大規模河川氾濫の事例を踏まえた、「最大降雨規模の洪水ハザードマップ」

・ 火災延焼： 新潟県糸魚川市の大規模延焼（平成 28年）などを踏まえた、「災害危険度判定調査」 

・ 土砂災害： 平成 30年の広島県広島市の大規模土砂災害等を踏まえた、「土砂災害警戒区域等の指定」 

② コンパクト＋ネットワークの実現 

・「立地適正化計画」による、都市機能誘導区域、

居住誘導区域の位置づけ 

・「静岡市再開発方針」による、重点的に再開発を

図るエリアの位置づけ 

・「第２次静岡市のみちづくり」による、道路整備

の優先順位づけ  等 

             図, 写真 出典：国土交通省 
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３．静岡市地籍調査基本計画の位置付け 
（１）関連計画との関係 

静岡市地籍調査基本計画では、国の第７次国土調査事業十箇年計画（令和2年5月）及び静岡県計

画に基づき、地籍調査の基本方針や推進の方策を定めました。 

調査対象地区や調査手法の選定は、静岡市都市計画マスタープランや静岡市国土強靭化地域計画

のほか、地域の特性に適合した手法を検討しました。 

■ 静岡市地籍調査基本計画のスケジュール
H22 H25 R2 R4 R11

国土調査事業十箇年計画 

静岡県計画 

静岡市地籍調査基本計画 

（２）計画期間 
計画期間は、令和４年度から令和 11 年度です。ただし、今後の社

会情勢の変化や地籍調査の進捗状況に応じて、各年度の調査地区並

びに新たな調査手法の採用など、必要に応じ見直しすることがあり

ます。 

（３）計画対象区域 
本計画の対象区域は、静岡市全域の約 1,412km とします。

■ 計画の対象区域 

国土調査法及び国土調査促進特別措置法に基づく体系 

第７次国土調査事業十箇年計画 

静岡市地籍調査基本計画 

静岡県計画 

静岡市都市計画マスタープラン 
静岡市国土強靭化地域計画 等 

第 6次計画

第 6次計画

第７次計画

第７次計画

前回計画 第２期計画
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（４）国計画の概要 
第７次国土調査事業十箇年計画 （令和 2年５月） 

国の第７次国土調査事業十箇年計画では、計画期間である令和 2 年度から令和 11 年度までに、全

国で 15,000  の地籍調査を実施し、進捗率 52％から 57％まで高めることを目指すとしています。 

また、進捗率を高める工夫や社会情勢を踏まえた地籍調査の進め方として、以下を示しています。 

● 新たな調査手法の活用や地域特性に応じた調査手法の導入により、「地籍調査を迅速且つ効率的に実施」
国土調査法の改正を受け、所有者探索のための固定資産課税台帳等の情報の利用、筆界案の公告による調査、地

方公共団体による筆界特定の申請など、所有者不明等の場合でも調査を進められるような新たな調査手法の活用や、
都市部における官民境界の先行的な調査（街区境界調査）、山村部におけるリモートセンシング技術の導入など地
域の特性や技術の進展に応じた効率的な調査手法の導入により、地籍調査を迅速且つ効率的に実施していく。 

● 関連する計画や事業との連携により、「地籍調査を円滑化・迅速化」
地籍調査の実施にあたっては、防災対策、社会資本整備、都市開発、森林施業・保全、所有者不明土地対策等の

施策と連携して実施していく。 

● 新たな指標「優先実施地域の進捗率」を提示
優先度の高い地域から地籍調査を実施するとともに、国民に対しその進捗をわかりやすく説明する観点から、新

たに「優先実施地域での進捗率」という数値目標を提示した。（R2：79％⇒R11：87％）

■ 第７次国土調査事業十箇年計画（令和 2年度～令和 11 年度）の概要      （出典：国土交通省資料）
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【参考①】地籍調査の円滑化・迅速化に向けた、国土調査法等の改正概要      （出典：国土交通省資料）

【参考②：地域特性に応じた、効率的・効果的な地籍調査の進め方       （出典：国土交通省資料）
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（５）静岡県計画の概要 
静岡県第７次国土調査事業十箇年計画 （令和 2年６月） 

静岡県第７次国土調査事業十箇年計画では、計画期間である令和 2 年度から令和 11 年度までに

198  の地籍調査を実施し、進捗率 25％から 28％まで高めることを目指すとしています。 

また、南海トラフ巨大地震の発生が危惧されるなか、被災後の復旧・復興の迅速化を図るため、

津波災害に対しては 10 年で備えることを目指し、以下の 3 点を計画の推進方向として定めています。 

● 被災時の経済的損失が甚大な津波浸水想定区域の早期地籍調査完了 ＜最優先＞ 
被災時の経済的損失が甚大な人口集中地区（DID）を多く含む津波浸水想定区域の地籍調査を最優先で進める。

また、津波浸水想定区域の地籍調査が完了するまでの期間において、県が迅速な災害復旧に備えて必要最低限の土
地情報を整備するとともに、基礎資料として活用し後続の地籍調査を加速化するため、現況境界及び県管理の緊急
輸送路や河川等の現況測量による官民境界のＧＩＳデータ化を早急に進める。 

● 防災対策や社会資本整備等の優先実施地域の地籍調査推進 ＜優先＞
林地等の災害危険リスクの高い土砂災害警戒区域や広域緊急輸送路となる主要道路等の社会資本整備と連携した

区域など、防災・減災や地方創生等の点から、重要度や緊急度の高い地域の地籍調査を優先的に推進する。  

● 津波浸水想定区域を最優先とし、優先実施地域の地籍調査推進 ＜全体＞ 
津波浸水想定区域を最優先として、国の重点施策５分野（社会資本整備、防災対策、都市開発、森林施業・保全、

所有者不明土地対策等）の施策と連携した優先実施地域を優先的に実施することにより全体の進捗を図る。 

■ 静岡県第７次国土調査事業十箇年計画（令和 2年度～令和 11 年度）の概要  （出典：静岡県資料）
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第１章 地籍調査の概要 
１．地籍調査とは

地籍調査とは、国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）に基づく国土調査のうちの一つで、一筆ごと

に土地の所有者、地番及び地目の調査、並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を基に地図

及び簿冊を作成することです。 

その地図は「地籍図」といい、一筆ごとの土地の境界を国家基準点（三角点）から、測量成果を図化

したものです。また、簿冊は「地籍簿」といい、一筆ごとの土地の所在、地番、地目及び地積、並びに

所有者についての調査結果を記載したものです。 

この地籍図と地籍簿は、成果の閲覧・確認を経て、登記所（法務局）に送られ、登記簿が書き改めら

れ、地籍図が地図として備え付けられます。 

「地籍」は土地についての固有の情報であり、各個人の「戸籍」という固有の情報と同様であること

から、地籍は土地に関する戸籍と言えます。 

■ 地籍調査のイメージ（出典：国土交通省資料）

調査前（公図、字限図）                   調査後（地籍図） 

■ 地籍調査の法体系 （出典：国土交通省資料）

地籍調査関係
一筆ごとの土地の所有者、地番及び地目の 
調査、境界及び地積に関する測量

国土調査 
土地分類調査関係
土地の利用現況、土壌の性質等の主要な 
自然的要素及び生産力に関する調査

水調査関係 
降水の流量、水質等及び水利に関する調査

・基準点測量 
・基本調査 
・地籍調査

・土地分類基本調査 
・土地保全基本調査 
・土地分類調査 

・水基本調査 
・主要水系調査 
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・県及び市町村の 25％のうち、80％は特別交付税措置の対象 
・このため、県及び市町村の実質負担割合は 5%

市町村 

25% 

都道府県 

25% 

国 

50% 

実質負担割合(5%)

5%

■ 地籍調査のプロセス概要 （出典：国土交通省資料） 

■ 地籍調査の調査費用                         （参考：国土交通省資料）

地籍調査は、市町村等の地方自治体が中心となって実施されています。 

市町村が実施する場合、調査に要する経費の1／2を国が補助しており、残りの経費の1／2（全

体の 1／4）を都道府県が補助しています。さらに、市町村や都道府県が負担する経費については、

80％が国の特別交付税措置の対象となっていることから、実質的には市町村は５％の負担で地籍

調査事業を実施することが可能です。 

■ 地籍調査費の負担割合 (国土交通省資料より作成)

※事業に要する経費は市町村、都道府県、国が負担しており、地元住民の方に対し個別に負担を求め

ることはありません。
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■ 地籍調査・国土調査の歴史                        （出典：国土交通省資料） 
現在行われている地籍調査は、昭和 26 年に制定された国土調査法に基づいて行われています。以下では、これまで
日本で行われてきた地籍調査等の土地の管理に関する制度等の歴史の一部について紹介します。 

● 班田収授法（701 年～） 
班田収授の法は、大化の改新で定められた「改新の詔」(645 年)にお
いて導入された、唐(当時の中国)の均田制にならった制度です。 
(日本書紀より) 701 年の大宝律令の制定より、本格的に行われるよう
になった土地管理制度です。 
その内容は、以下の通りです。 
① 6 年ごとに人民の戸籍・計帳(税を徴収するための台帳)をつくりました。 
② 土地を全て国有とし、田を班(わか)って口分田として人民に分け与えまし
た。(売買は禁止で、本人が死亡すると国に返納されました) 

③ 分け与えられる田の大きさは、6歳以上の男子で 2反(約 23a)、女子はその 2/3 です。この班田収授の法で田を分ける時に、
「田図」という地図が作られました。 

● 太閤検地（1582～） 
戦国時代の武将である豊臣秀吉(1536 年～1598 年)は、農民の田畑に

ついて、一筆ごとに広さを測り、土地の石高などを定める「太閤検地」
を行いました。 
これが統一的な方法によって全国規模で行われた日本で最初の土地調
査で、それまでの土地管理制度を大きく変えるものとなりました。 
また、その後の江戸幕府の時代においても、太閤検地と同じ要領で土
地の調査が行われていました。 

● 地租改正（1873 年～） 
地租改正とは、明治政府が行った土地制度の改革で、地券を発行して
土地の所有者を確定し、これに納税義務を課し、課税の基準を従来の収
穫量から地価に改め、物納から金納に移行するというものでした。これ
により、土地の私的所有が認められるようになるとともに、土地に対す
る安定的な税収を確保することができるようになりました。 
地租改正においては測量等が行われ、図面が作成されましたが、短期
間で作成されたこと、素人の土地所有者等が測量を行い、官吏が検査す
るという方法を採ったこと、当時の測量技術が未熟であったことから面
積や形状が必ずしも現地と整合しておらず、地域によっては脱落地、重複地等があるといった問題も生じていまし
た。この地租改正で作成された図面が、いわゆる「公図」(地図に準ずる図面)の大部分を占めています。

● 地籍調査（1951 年～） 
第 2 次世界大戦により疲弊した日本を再建するためには、国土資源の高度利用が不可欠でした。しかし、その前提
となる国土に関する基礎資料が整備されていなかったことから、まず、国土の実態を正確に把握することが強く求め
られました。現在の地籍調査は、このような背景の下で昭和 26 年に制定された「国土調査法」に基づいて行われて
います。昭和 32 年からは、地籍調査の成果を用いて登記簿の情報の修正が行われるようになっています。
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２．地籍調査の効果                     （出典：国土交通省資料）
（１）土地境界をめぐるトラブルの未然防止 

一筆ごとの土地の境界が土地所有者等の立会いのもとに確認され、その結果が数値データにより

記録・保存されるため、将来の境界紛争が未然に防止されます。また、土地取引や相続が円滑にでき

るようになり、個人資産の保全及び地域の安心につながります。 

（２）登記手続きの簡素化・費用縮減 
地籍調査の成果を現地復元することにより、登記手続のための境界確認作業がスムーズに行われ

ます。また、登記手続きに要する費用も大幅に縮減される場合があります。 

いくつかの地区では、市区町村が作成した地籍調査成果証明をもって、登記申請に必要な境界確

定書に代えることとしており、登記手続の更なる簡素化・費用縮減が図られ、公共事業のスピードア

ップ等にも役立っています。 

（３）土地の有効活用の促進 
地籍が明確化されることにより、土地取引や開発事業の用地取得が円滑となり、土地の流動化や

有効利用を推進するための基礎ができます。 

（４）建築物の敷地に係る規制の適用の明確化 
土地一筆ごとの境界を明確にした大縮尺の地図（市街地で１／５００程度）が作成されるため、

建築物の敷地等に係る規制の適用を明確化することができます。これにより、都市計画制限に係る相

談や建築確認等の事務もスムーズに行うことが可能となります。 

（５）各種公共事業の効率化・コスト縮減 
地籍調査を事前に行っていれば、計画当初から取得すべき土地の正確な境界や面積を知ることが

でき、地籍の状況を踏まえた計画立案がなされます。既に土地所有者等により確認された境界を現地

復元することにより、円滑な用地取得が行われ、各種事業の円滑な推進に寄与します。 

（６）公共物管理の適正化 
地籍調査を行うことにより、公共物の敷地の境界が明らかとなり、道路台帳など各種公共物の

台帳整備に役立ちます。また、境界確定申請への効率的な対応が可能になります。官民境界を明ら

かにすることにより、住民負担の軽減が図られます。 
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（７）災害復旧の迅速化 
個々の土地境界の位置が地球上の座標値と結び付けられ、成果が数値的に管理されることになる

ため、万一の災害の場合にも境界を正確に復元することができ、復旧活動に迅速にとりかかることが

可能となります。 

■ 地籍調査が災害復旧に役立った事例（東日本大震災）            （出典：国土交通省資料）

・ 東日本大震災で津波の被害にあった地区のうち、高台移転先

の造成地で地籍調査が実施済みだった地区では、造成（用地取

得）にかかる期間が地籍調査未実施の場合と比較して約８か月

短縮されました。 

・ 地籍調査の成果は、大規模な災害により甚大な被害が発生し

た場合でも早期の復旧・復興を可能とする、「まちづくりの基

盤」であることが実証されました。

（８）課税の適正化・公平化 
土地一筆ごとの正確な地目や面積が把握されるため、課税の適正化、公平化が図ることができま

す。成果を数値的に管理することにより、課税事務に必要な土地異動情報を正確かつ効率的に把握で

きるようになります。 

（９）ＧＩＳ*による多方面での利活用 
数値データによる大縮尺の地図（市街地で１／５００程度）が作成されるため、ＧＩＳ構築のベ

ースマップとして利用できます。 

一筆ごとの地籍情報について、下記のシステム等において、位置を基準とする様々な属性情報と

結びつけて利用することができます。 

■ 地籍調査を公共施設管理等に役立てるイメージ              （出典：国土交通省資料）

道路台帳                         下水道管理 

固定資産                       法定外公共物 

税管理                        管理 
                          （里道・水路等） 

＊位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を視覚的に表示し、高度な
分析や迅速な判断を可能にする技術 
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３．地籍調査の事業手法と進め方 
（１）地籍調査の事業手法 
① 地籍調査事業（直営型・外注型・2項委託）（主に市町村が実施） 

直営型・・・ 実施主体である市町村が自ら行う。 

外注型・・・ 民間の専門技術者を活用して工程の一部を委託し行う。 

２項委託・・・国土調査法第 10 条第 2 項の規定に基づき、地籍調査を適確に実施できる技術的

な基礎のある法人に各工程を一括して委託し、効率的な調査を行う。 

② 効率的手法導入推進基本調査 

・ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）等活用型（国直轄） 

早急な地籍調査の実施が必要であるにも関わらず、調査が難しく進捗が遅れている都市部において、

一筆地調査に先行して官民境界（道路など街区の外周位置）について測量等の調査を行い、後続の一

筆地調査の円滑な実施と基礎的情報の整理を行うものです（R2 に都市部官民境界基本調査から改

称）。 

・リモートセンシングデータ活用型（国直轄） 

山村部における土地所有者の高齢化、不在村化等の状況に鑑み、早期に地籍調査を完了させるため、

筆界の確認にあたり現地精通者の証言等に基づく境界の確認資料を活用する調査（境界確認促進調査）

等を実施するものです（R2に山村境界基本調査から改称）。 

③ 被災地域境界基本調査（国直轄） 

地籍調査済みの地区において地震等による地盤の著しい変動が生ずることにより地籍調査の成果が

現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域において、現況と地籍調査の成果

との差異を明らかにする調査です。平成 28年 9月に創設されました。 
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⑤ その他、地籍調査以外の測量成果の活用について 

・国土調査法第 19条第 5項指定制度 

国土調査以外の土地に関する様々な測量・調査の成果が、国土調査と同等以上の精度または正確さを

有する場合に、国土調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう当該成果を国が指定する制度です。 

■ 既存測量成果の活用に係る事例（出典：国土交通省資料）

・登記所備付地図作成作業 

法務局や地方法務局が主体となり、全国の都市部の人口集中地区の地図混乱地域（公図と現況が大き

く異なる地域）を対象に登記所備え付け地図（不動産登記法第 14条第 1 項）を作成する事業です。 

■ 静岡市における登記所備付地図作成作業の実施事例

清水区日立町ほか
平成28年度実施 
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（２）地籍調査の進め方 
市町村が行う地籍調査は、「一筆地調査」と「街区境界調査」があります。（＊それぞれの手法の特

性は、Ｐ34参照） 

① 一筆地調査 

一筆ごとの土地について、所有者・地番・地目・境界・地積（面積）等の調査を行います。 

■ 一筆地調査の工程・作業概要・進め方 

工程 工程名称 作業概要 換算面積率*

Ａ工程 
地籍調査事業計画・

事務手続 
地籍調査事業実施主体における事業計画及び作業規定の策定並びに 

これらに伴う事務手続 
－ 

Ｂ工程 地籍調査事業準備 地籍調査事業実施主体における事業着手のための準備 － 

Ｃ工程 地籍図根三角測量 
地上法による地籍測量において、所定の（粗い）密度で配置された図根点

（地籍図根三角点）を設置し、その位置を基本三角点、四等三角点等を基礎

として測量する作業 

0.05 

Ｄ工程 地籍図根多角測量 
地上法による地籍測量において、所定の（中程度の）密度で配置された図根

点（地籍図根多角点）を設置し、その位置について三角点等を基礎として測

量する作業 

0.16 

Ｅ工程 一筆地調査 

土地利用の現況を把握するため、登記簿及び登記所（法務局）地図（公図

等）の写しを基にして、現地において関係土地所有者等立会のもとに、毎筆

の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界に関し調査するもので、

地籍簿作成の基礎となる作業 

Ｅ１工程…登記簿・公図の閲覧、調査図素図の作成、地元説明会等の現地

筆界確認調査の準備 

Ｅ２工程…現地筆界確認調査 

0.09 

FR 工程 復元測量 
現地に境界標等が明示されていない場合に、土地の筆界点を地積測量図等の

既存資料により復元を行う測量 
－ 

Ｆ工程 地籍細部測量 

ＦⅠ工程（細部図根測量）…国家三角点、図根三角点及び図根多角点等を基

に細部図根点の設置を行う 

ＦⅡ工程（一筆地測量）…一筆地調査によって確認された境界標識（プレー

ト）について、国家三角点や、Ｃ、Ｄ、Ｆ１工

程で設置した基準点等を基に測量し、正確な座

標（経緯度）を求める 

0.50 

Ｇ工程 地積測定 
地籍細部測量により求めた筆界点の座標値を基に毎筆の土地の面積を計算す

る作業 
0.11 

Ｈ工程 
地籍図及び地籍簿

の作成

一筆地調査及び地積測定の結果に基づき地籍簿案を作成し、一筆地測量によ

り作成された地籍図原図及び地籍簿案を 20 日間、一般の閲覧に供して、成果

品である地籍図及び地籍簿を作成する作業 

0.09 

認 証・承 認 
地籍調査の成果（地籍図・地籍簿）を県が検査し、国土交通大臣の承認を得て

県知事が認証する。 
－ 

市町村保管・登記所送付 
認証された地籍図及び地籍簿は、その写しを登記所（法務局）に送付するとと

もに市に保管される。 
－ 

＊換算面積率とは、地籍調査の各工程に割り当てられた全工程の総和が 1に等しくなる比率 
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② 街区境界調査 

一筆地調査に先行して、地域の骨格となる道路や河川等の官民境界を明確化する調査です。 

■ 街区境界調査の工程・作業概要・進め方 

工程 工程名称 作業概要 換算面積率 

ＧＥ工程 一筆地調査 

登記簿及び登記所（法務局）地図（公図等）の写しを基にして、街区に係る官民

及び官官の街区境界点を現地において関係土地所有者等立会のもとに、街区内の

土地について、その所有者、地番、街区境界に関し調査するもので、街区境界調

査簿作成の基礎となる作業 

ＧＥ１工程…登記簿・公図の閲覧、調査図素図の作成、地元説明会等の現地筆界

確認調査の準備 

ＧＥ２工程…現地街区境界確認調査 

0.05 

FR 工程 復元測量 
現地に境界標が明示されていない場合に、土地の筆界点を地積測量図等の既存資

料により復元を行う測量。 
－ 

ＧＦ工程 地積細部測量 

ＧＦⅠ工程（細部図根測量）…国家三角点、図根三角点及び図根多角点等を基に

街区境界細部点の設置を行う 

ＧＦⅡ工程（街区境界測量・街区境界調査図原図）…確認された境界標識等につ

いて、国家三角点や、ＧＣ、ＧＤ、ＧＦ１工程で設置した基準点を

基に測量し、正確な座標（経緯度）を求める 

0.30 

ＧＧ工程 街区面積測定 街区境界調査結果を基に各街区の面積を測定 0.07 

ＧＨ工程 

街区境界調査図/ 

街区境界調査簿の

作成

街区境界調査・街区面積測定の結果に基づき街区境界調査図及び街区境界調査簿

を作成する作業 
0.06 

認 証・承 認 
街区境界調査の成果（街区境界調査図・街区境界調査簿）を県が検査し、国土交

通大臣の承認を得て県知事が認証する。 
－ 

市町村保管・登記所送付 
認証された街区境界調査図・街区境界調査簿は、その写しを登記所（法務局）に

送付するとともに市に保管される。 
－ 

■ 地籍地調査事業の作業手順（一筆地調査） 
(Ｃ) (D) (FⅠ) (FR) (FⅡ) (FⅡ) (H) (H)

(A・B) (G)

(H)

(E)
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４．地籍調査の測量技術 
地域特性や求める精度に応じ「ＧＮＳＳ測量」や「トータルステーション測量」などで行われていま

す。 

近年は、「リモートセンシング技術」や「ＭＭＳ（移動計測車両による計測技術）」等の新たな手法

が開発され、調査の省力化・迅速化が期待されています。 

■ 従来の測量手法（出典：国土交通省資料）

■ 新たな測量技術 （出典：国土交通省資料）

【新たな測量技術の留意点】 

・リモートセンシング技術を用い

た地籍調査は、調査精度から、

現状、山間部での調査に限定

…国土調査法施行令別表第四に定める区分の

内、乙二または乙三（50cm～100mの誤

差）の地区が対象 

・ＭＭＳを用いた地籍調査は、市

街地でも導入できるが、精度は

道路状況に大きく左右される 

※「調査地区が限定される」、

「精度が地域特性により大きく

異なる」等の課題があり、これ

らに留意して調査を実施する必

要がある 
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第２章 静岡市の現況・着目点 
１．位置・地勢 
（１）位置 

本市は、葵区・駿河区・清水区の３つの区

を有する政令指定都市、及び静岡県の県庁所

在地です。 

東側は富士川を隔てて富士市と、西側は焼

津市・藤枝市・川根本町と、北側は山梨県・

長野県と隣接し、南側には駿河湾を望み、静

岡県の中央部を南北に横断するように位置し

ています。 

市域面積は約 1,412km であり、県域面積

（約 7,777km ）の約 18％を占めています。 

（２）地勢 
本市は、北・東・西の三方を山に囲まれ、

特に市北部の山間部には標高 3,000m 超の山

を含む南アルプスや赤石山脈が連なります。

一方で、南部の平野部には市街地や農地が広

がり、駿河湾に面しています。 

■ 静岡市 位置図（出典：国土数値情報）

■ 地形・水系図（出典：静岡市地図情報ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ）
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*平成 2年～平成 27 年の合計人口には年齢不詳者を含むため、
年齢別人口との合計値が合わない箇所がある。 
*H27 の国勢調査結果を基にした推移 

２．人口・世帯数と人口集中地区の変遷
（１）人口・高齢化の推移 

本市の人口は、令和２年時点において約 69

万人で、平成 2年以降減少傾向にあります。 

また少子高齢化も進行しており、高齢化率は

令和 27年には約 38％になると推計されていま

す。 

人口減少・高齢化に伴う、空き家・空地など

所有者不明土地の増加が全国的にも課題となっ

ており、地籍調査の円滑化・迅速化が必要とな

っています。

■ 人口分布（出典：国土数値情報）

■ 人口推移（出 典 ： 国 勢 調 査 、 国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所）

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 

令和２年人口集計

(31%) 

(12%) 

(70%) 

(18%) 

(14%) 

(70%) 

(16%) 

(18%) 

(68%) 

(14%) 

(21%) 

(66%) 

(13%) 

(25%) 

(62%) 

(13%) 

(28%) 

(59%) 

(12%) 

(58%) 

(11%)

(33%) 

(57%) 

(11%)

(32%) 

(56%) 

(11%)

(35%) 

(55%) 

(10%)

(37%) 

(53%) 

(10%)

(38%) 

(52%) 

(10%)
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（２）世帯数の推移 
本市の世帯数は、令和２年時点で約 29.7 万

世帯です。 

平成 2 年以降、世帯数は増加する一方、1

世帯当りの人数は減少しています。 

また、人口減少に伴う空き家の増加により

対象地の測量成果に同意が得られないなど、

地籍調査の遅延が懸念されます。 

（３）人口集中地区の変遷 
本市の人口集中地区は、令和２年時点で面

積 10,675ha、人口密度 61.9 人/ha です。 

人口集中地区の面積は、平成 2 年をピーク

に減少・停滞していましたが、平成27年以降

増加に転じています。 

一方、人口集中地区内の人口は、平成７年

から平成12年をピークに減少傾向にあります。 

■ 人口集中地区       （出典：H27国勢調査）

■ 世帯数・世帯当たり人員の推移（出典：国勢調査）

■ 人口集中地区の推移（出典：国勢調査）

年 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

面積
(ha)

10,839 10,286 10,331 10,334 10,339 10,390 10,675

人口
（万人）

62.6 63.1 63.1 62.7 62.5 62.2 61.9

人口密度
（人/ha）

57.8 61.3 61.1 60.6 60.5 59.8 58
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３．都市計画との位置付けと土地利用 
（１）都市計画との関連 

本市は、都市計画マスタープランを策定し

「集約連携型都市構造」を目指しています。 

また、立地適正化計画では、都市機能誘導

区域を静岡駅、清水駅など鉄道駅周辺に、居

住誘導区域を人口集中区域内に、広範囲に指

定しています。 

地籍調査の効果を鑑みると、都市的機能や

居住が集積、あるいは集積が見込める区域で

は、不動産取引の円滑化等の効果が期待され

ます。

■ 都市計画等の位置付け  （出 典 ： 静 岡 市 立 地 適 正 化 計 画 等）

■ 静岡市の将来像（出典：静 岡 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン）
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（２）土地利用
本市の土地利用は、森林が多く、全体

の 78％を占めています。 

市全体の地籍調査の進捗率を高めるた

め、北部に広がる広大な森林において、

リモートセンシング技術など新たな測量

手法の導入を検討する必要があります。 

■ 土地利用種別の面積（出典：国土数値情報） 

■ 土地利用現況図（出典：国土数値情報）

＊国土数値情報による土地利用は、100mメッシュ単位ごと地図記号や衛星画像の色調から判断した土地利用の状況を表すものです。 
土地利用種ごとの面積は、国土数値情報を集計した数値であるため、実際の土地利用面積とは誤差があるものとなっています。

静岡市全域
1,412km

荒地 
28.75km 
2.0%

道路  9.6km  0.7% 
鉄道 2.23km  0.2% 

大規模施設用地 3.06km 0.2%

河川・湖沼・海浜等 
44.24km 
3.1%

林地 
1103.57km 
78.4%

農用地 
113.26km 
8.0%

建物用地 
104.12km 

7.4%

拡大 
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４．災害リスク 
（１）津波 

南海トラフ地震の災害で津波が発生し

た場合、駿河区・清水区で浸水による被

害が想定されています。 

（静岡県第４次地震被害想定） 

■ 清水区・駿河区の津波想定 

■ 市全域の津波想定（出典：静岡県第４次地震被害想定）
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（２）地震・液状化 
震度６以上の揺れを伴う地震では、広

範囲で液状化現象が発生すると想定して

います。 

（３）洪水 
駿河区の安倍川・藁科川の下流、清水

区の巴川全域、長尾川の河口付近などの

浸水を想定しています。 

（４）土砂災害 
市域内には、土砂災害警戒区域が指定

されていますが、こうした地域では、地

籍調査を優先すべきエリアは限定的とな

っています。 

■ 液状化分布（出典：静岡県第４次地震被害想定） 

■ 浸水想定区域の分布（出典：静岡市洪水ハザードマップ）

■ 土砂災害警戒区域等の分布（出典：静岡県GIS 等）
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（５）被害想定等 

静岡駅や中心市街地、北側の住宅地に

かけて、また清水駅西側から草薙にかけ

てのエリア等で建物全壊棟数が多いと想

定しています。 

また、幅員の狭い道路が多く残るエリ

アでは、土地面積が比較的小さく、延焼

がより拡大されることが懸念されること

から、災害時の迅速な復旧・復興のため

には事前に土地の境界を明らかにしてお

くことが有効と考えられます。 

■ 建物全倒壊数の分布（出典：静岡県第４次地震被害想定）

■ 幅員の狭い道路の分布（出典：デジタル道路地図）

■ 延焼クラスターの分布（出典：静岡市防災都市づくり指針）
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第３章 静岡市の地籍調査の現状と課題 
１．地籍調査の現状 
（１）地籍調査進捗状況 

本市の地籍調査対象区域の進捗率は、3.0%（Ｒ２年度末での換算面積*）です。一方、本市では優

先調査地区を設定して調査を推進しており、人口集中地区（略称「ＤＩＤ地区」）では 20.5％の進捗

になっています。 

＊換算面積とは、地籍調査の各工程に割り当てられた全工程の総和が 1に等しくなる比率（換算面積率）と調査面積の積

■ 地籍調査の進捗比較（換算面積）      （令和２年度末時点）

（２）実施状況 
昭和 40年から、葵区千代田・内牧・遠藤新田などで、また、昭和 56年からは駿河区長田東・下川

原・広野・青木などで調査を行っています。 

現在、津波浸水対策区域*内の幹線道路及び清水区蒲原地区、駿河区安倍川以西で地籍調査を進め

ています。 

これらの調査地区の中には、地権者の最終的な同意が得られないため調査が完了していない地区

（遅延地区）があり、引き続き完了に向け計画的に調査を推進していきます。 
＊津波浸水対策区域とは、静岡県第３次地震被害想定の津波想定に対し対策が必要な区域として、 
幹線道路や山際などの地形地物で設定した区域。なお、現在は廃止されている区域である

全国 静岡県 静岡市

地籍調査対象区域 51.9% 24.9% 3.0%

人口集中地区（ＤＩＤ） 26.2% 32.5% 20.5%
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■ 地籍調査の進捗状況図 

■ 地籍調査の進捗状況（換算面積）                      （令和２年度末時点）

■ 優先調査地区（津波浸水想定区域）における地籍調査の進捗           （令和２年度末時点）

一定程度の
精度を有する
(区画整理等)

大規模な国・
公有地・民有
地(海浜,河
川)

その他（土地
取引の可能
性が低い）

① ② ③
④ =
②+③

④/① % ⑤ ⑥ ⑦
⑧=

①-⑤-⑥-⑦
④/⑧ %

⑨=
⑧-④

17.97 0.88 0.33 1.21 6.7% 6.88 2.28 2.94 5.87 20.6% 4.66

13.99 0.67 0.26 0.93 6.6% 6.39 1.13 0.94 5.53 16.8% 4.60

3.98 0.21 0.07 0.28 7.0% 0.49 1.15 2.00 0.34 82.4% 0.06

DID区域内

優先度が低い地域
(km²)

  優先調査地区

DID区域外

対象面積
(km²)

地籍調査済
(km²)

19条5項
(km²)

小計
地籍調査
(km²)

進歩率
地籍調査

対象面積
（優先調査地

区）
(km²)

進歩率
（優先調査地

区）
(km²)

残面積
(km²)

＊P38 に市域全域図あり

面積(km ) 地籍調査済 19条5項 小 計 進捗率 小 計 進捗率 残面積
(km ) (km ) (km ) 一定程度の

精度
を有する
(区画整理
等)(km )

大規模な
国・公有
地・民有地
(海浜,河
川)(km )

優先実施
地域(km )

優先実施
地域

優先実施
地区(km )

④ ⑦ ⑧

＝②＋③ ＝①-⑤-⑥ =⑦-④

1,411.83
42.63
17.75

1,351.45 35.31 5.10 40.41 3.0％ 25.72 89.78 1235.95 3.3％ 1,195.54
99.00 16.87 3.44 20.31 20.5％ 14.90 0.23 83.87 24.2％ 63.56
68.83 5.02 0.49 5.51 8.0％ 0.94 0.36 67.53 8.2％ 62.02
154.05 3.61 1.17 4.78 3.1％ 9.88 0.00 144.17 3.3％ 139.39
1,029.57 9.81 0 9.81 1.0％ 0 89.19 940.38 1.0％ 930.57

優先度が低い地域

① ②  ③ ④／①％ ⑤ ⑥ ④／⑦％

地籍調査対象区域（計）

国有林野
 市 域

ＤＩＤ
宅地（ＤＩＤ以外）
農用地等（ＤＩＤ以外）

公有水面等

林地
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【参考】国・県の地籍調査進捗状況 

① 国の進捗率 52％（令和２年度時点）        ② 県の進捗率 25％（令和２年度時点） 

（出典：国土交通省資料）  （出典：静岡県資料）
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■ 第１期静岡市地籍調査基本計画（H24 策定）の調査対象地区 

災害リスクがあり、地籍調査の実施効果が高いエリアを対象とし、津波浸水対策区域内の清水区・駿
河区の幹線道路のほか、駿河区広野地区、清水区蒲原地区等で調査を進めました。

【調査対象地区詳細】 

・津波浸水対策区域内の幹線道路用地先行調査（面積約 1.4  、延長約 59.9km） 
・駿河区広野の一筆地調査（面積約 0.19  ） 
・葵区北安東の官民境界等先行調査（面積約 0.37  ） 
・清水区蒲原の一筆地調査（面積約 0.51  ） 

地理院タイル使用

駿河区広野地区

清水区蒲原地区

津波対策区域内の幹線道路

葵区北安東地区
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２．静岡市における地籍調査の必要性 
（１）大規模災害への備え【効果】 

沿岸部には、さまざまな都市機能や住宅が集積する地区があり、大規模災害時には津波による被害

を想定しています。 

東日本大震災時の復興事例では、地籍調査が実施済みの地域では、新たに測量・立会いする必要が

なく、地籍調査のデータを基に境界等を復元することができ、迅速に復興が進んだことから、本市に

おいては、津波浸水想定区域の地籍調査を優先的に実施していきます。 

（２）計画的な事業推進【効果】 
本市域の約78％が山林であることもあり、地籍調査の進捗状況は、約3%（令和２年度末）で、国

の約52％、静岡県の約25％を大きく下回っています。 

地籍調査は、市域全域で進めていくことが基本ですが、限られた時間・コストで、計画的に推進し

ていくためには、大規模災害が想定される地域や地籍調査の効果を、より有効活用できる都市部を優

先調査地域に設定し、効率的に事業を推進していきます。 

（３）地域特性に応じた事業手法や新たな技術の導入など 
本市は沿岸部や山間地を有し、地域ごと状況も異なっているため、地域の実情に応じた調査手法を

検討し、採用しています。 

近年は、「リモートセンシング技術」や「ＭＭＳ（移動計測車両による計測技術）」等の技術開発

が進んでおり、これらの新技術を活用して、効果的・効率的に事業を進めています。



29 

【参考】他都市の被害事例 

 津波 液状化現象 
災害時のイメージ 

（出典：国土交通省）

類似事例 2011 年 東日本大震災 
全壊棟数：約 12.7 万棟 
被害面積：約 560 km2

2011 年 東日本大震災 
全半壊棟数：約 3,700 棟 
被害面積 ：約 14 km2

優先地区設定に係る課題 ・静岡市では、津波の浸水想定区域
が、約 17.9km2と極めて広範 

・東日本大震災の実績から、浸水深
2.0ｍを超えると、60％を超える建
物が全壊・流出という甚大な被害が
懸念される 

津波の浸水深と建物被災状況の関係（国交省） 

・液状化現象は、土地の境界の目安と
なる「道路」も「建物」も被害を受
ける 

（昭和 55 年以前の建物では、沈下量
５㎝以上で全壊の可能性がある） 
・民間の建物においては、事前対策は
難しい 

地盤沈下量に対する木造建物の全壊率（内閣府）

静
岡
市 

被害想
定 

指標 南海トラフ巨大地震の 
L2 津波浸水想定区域 

南海トラフ巨大地震において、 
液状化の危険度大 

かつ沈下量 5cm 以上の区域 全域 うち浸水深 2m以上

① 被害想定面積 約 17.9km  約 7.2km  約 14.3km 

② 上記に含まれる
建物棟数 

23,841 棟 4,908 棟 23,657 棟 

優先地区選定 
の考え方 

・津波の浸水想定区域は広範かつ建物

等の全壊・流出により地籍が不明に

なることが懸念されるエリア（浸水

深２ｍ以上） 

・埋立地以外では、液状化で地籍が不

明となる被害は限定的と想定

・液状化現象により家屋倒壊リスクが

高いエリア 

浸水深２ｍで全壊・流出が急増 

沈下量５ｃｍから全壊の可能性あり
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延焼 河川氾濫 土砂災害 

2016 年 新潟県 
焼失棟数：約 140 棟 
被害面積：約 0.04 km2

2015 年 鬼怒川 
全半壊棟数：約 700 棟 
被害面積 ：約 40 km2

2018 年 広島県 
全壊棟数：約 1,600 棟 

・延焼は、他の災害に比べ発生率が高
いとされる 

・延焼の危険度が高い地域は、古くか
らの家屋が多く、権利関係が複雑等
も想定される 

・近年、50年に１度、100年に１度の
規模の洪水が多発している 

・洪水想定区域のうち、家屋倒壊等氾
濫想定区域では、地盤の流出や家屋
の倒壊により、境界が不明確になる
懸念がある 

・土砂等の流入により復旧に時間がか
かる 

・急傾斜地で崩壊した土石や倒壊住宅
により、境界が不明確になる懸念が
ある

被害棟数 1,000 棟以上の大規模延焼 
クラスターが発生する可能性のある区域 

河川氾濫発生時の 
家屋等氾濫想定区域 

土砂災害が発生する可能性の高い区域 

全体 
クラスター 
あたりの平均 

安倍川 
丸子川 

巴川 
長尾川

庵原川 
山切川 

興津川
土砂災害特別警戒区域 
砂防三法指定区域 土砂災害警戒区域

約 1.9 km  約 0.23km 約 
11.0km 

約 
0.9km 

約 
0.5km 

約 
1.2km 

約 47.4km  約 61.8km 

11,446 棟* 1,431 棟*
11,374 棟 1,033 棟 326 棟 242 棟 1,801 棟 24,449 棟 

*延焼への耐性を持つ建物数を除く

・土地面積が小さいか、権利関係が複

雑などであると考えられるエリア 

・洪水により地籍が不明になるほどの

被害は限定的と想定される 

・地籍に影響する箇所は、市街地縁辺

の一部で、他のリスクに比べ影響範

囲は限定的である
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４章 基本計画 

１．第２期静岡市地籍調査基本計画の基本方針 
 地籍調査で確認した境界情報等(測量成果)を、被災後のまちづくり事業に活用し早期復興が実
現できるよう、「優先調査地区」を設定し重点的に地籍調査を進めます。

２．目標
優先調査地区における早期の調査完了 
調査完了時期を令和 11年度末とする 

３．優先調査地区の設定
東日本大震災時では、家屋の全壊・流出等で土地境界の確定が困難となるケースがありまし
た。本市では、下表のとおり、被災時の住民生活への影響が大きく、都市機能の回復が急務とさ
れる箇所を優先調査地区に設定して調査を進めます 
優先調査地区の設定 

津波浸水想定区域 
最優先 

想定「津波浸水深２ｍ以上」の人口集中地区
（ＤＩＤ地区） 

優先 上記以外の区域 
河川敷等は、都市的土地利用がないことから除外する。 

優先調査地区の選定条件 
津波浸水想定区域を、優先調査地区と設定しました。 
なお、東日本大震災の事例では、津波浸水深２ｍを超えた地区で、建物の全壊・流出が急
増したことから、本市においても、津波浸水深が２mを超えると想定される地区を最優先調
査地区としました。                
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(出典：国土交通省資料）

■ 駿河区石部地区の優先調査地区
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■ 清水区の優先調査地区 
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４．第１期静岡市地籍調査基本計画からの継続事業 
（１） 清水区の蒲原地区 

「静岡市・蒲原町合併建設計画」による調査であり、事業継続します。 
（２） 駿河区の安倍川以西の地区 

過去に地籍調査を実施したが調査結果に対する地権者の同意が得られず未完了となっていた地
区について、再調査をして事業完了を目指します。

５．調査手法の選択  
（１）地域特性に応じた調査手法 
① 一筆地調査 

当該土地を一筆ごとに調査し測量する標準的な手法。 
時間を要しますが民民境界まで明確になります。 

② 街区境界調査 
街区の境界だけを先行して調査し測量する。 
調査は迅速ですが、確認するのは官民境界 (民地と道路敷等の境界) のみとなります。 
調査できるのは「人口集中地区（ＤＩＤ）」及び「ＤＩＤに隣接する宅地を中心とする地域」
に限定されます。 

都市部は、一筆毎の土地面積が小さいうえ権利関係が複雑なことから、一筆地調査では一
定の調査時間を要し進捗が遅れることがありました。そこで、国（第７次国土調査事業十箇

年計画）は、調査の迅速化のために、新たに「街区境界調査」に着目し調査の進捗を図ると
しています。 

   特に災害時には、道路等のライフラインの早期復旧が重要となることから、地籍調査の

測量データを活用して道路等と私有地との境界が復元できれば、まちの早期復興に役立つ
ものと期待されます。 

③ 地籍調査以外の測量成果の活用 
民間事業者による土地取引や公共事業等の用地測量で作成した測量成果を、地籍調査に活
用することで、地籍整備の効率的推進を図ります(国土調査法第 19 条第５項指定制度の活

用)。 

  また、他の公共事業を行う関係機関・部課と連携・共同して「地籍調査も」の視点をもっ
て事業推進するよう、関係機関の会議等で、地籍調査の効果・必要性について説明し、体制
づくりを図っていきます。 
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【参考：「一筆地調査」と「街区境界調査」】 
通常の地籍調査（一筆地） 街区境界調査 

特長等 

・一筆ごとに調査し測量する標準的な手法。 

・境界確認や日程調整に一定の時間を要する。 

・民民境界まで明確になる。

・街区の境界だけを先行して、官民境界 (民地

と道路敷等の境界) のみを確認する。 

・調査期間は比較的短期。 

・街区境界調査成果に基づき、後続の地籍調査

が必要となる。

イメージ 

事業の適用要件 特になし 
ＤＩＤ全域、 

ＤＩＤに隣接する宅地を中心とする地域 

調査 

所有者 調査する 調査する 

地番 調査する 調査する 

地目 調査する 調査しない 

測量 
境界 「全ての境界」を測量する 「街区境界のみ」を測量する 

地積 「一筆ごと」の地積を測定する 測定しない（街区面積のみ測定） 

所有者による立会い あり あり 

地図・簿冊案の閲覧 あり あり 

知事等への送付 あり あり 

認証 
あり 

（所有者の氏名又は名称、住所、地目、地積について、登記

記録に反映。地籍図を 14 条 1 項地図として備付け）

あり 

（所有者の氏名又は名称、住所について、登記記録に反映）

調査後の閲覧 あり あり 

進捗速度 0.1ｋ㎡ / １地区あたり 早い 0.2ｋ㎡ / １地区あたり
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第５章 実施計画 
１．第２期計画の達成目標 

第２期計画の終了期（令和 11年度）における達成目標を以下のとおりとしました。 
区 域 等  令和２年度末 令和 11 年度 

地籍調査対象区域（市全域） 3.0％ 3.9％ 

人口集中地区(ＤＩＤ)     20.5％ 26.5％ 

（優先調査地区(津波浸水想定区域) 20.6％ 100％ 

■ 第 2期計画終了時【全域】                       （令和 11年度末・換算面積）

■ 第2期計画終了時 【優先調査地区（津波浸水想定区域）】        （令和11年度末・換算面積）

一定程度の
精度を有する
(区画整理等)

大規模な国・
公有地・民有
地(海浜,河
川)

その他（土地
取引の可能
性が低い）

① ② ③
④ =
②+③

④/① % ⑤ ⑥ ⑦
⑧=

①-⑤-⑥-⑦
④/⑧ %

⑨=
⑧-④

17.97 5.54 0.33 5.87 32.7% 6.88 2.28 2.94 5.87 100.0% 0.00

13.99 5.27 0.26 5.53 39.5% 6.39 1.13 0.94 5.53 100.0% 0.00

3.98 0.27 0.07 0.34 8.5% 0.49 1.15 2.00 0.34 100.0% 0.00

優先度が低い地域
(km²)

  優先調査地区

DID区域内

DID区域外

対象面積
(km²)

地籍調査済
(km²)

19条5項
(km²)

小計
地籍調査
(km²)

進歩率
地籍調査

対象面積
（優先調査地

区）
(km²)

進歩率
（優先調査地

区）
(km²)

残面積
(km²)

面積(km ) 地籍調査済 19条5項 小 計 進捗率 小 計 進捗率 残面積
(km ) (km ) (km ) 一定程度の

精度
を有する
(区画整理
等)(km )

大規模な
国・公有
地・民有地
(海浜,河
川)(km )

優先実施
地域(km )

優先実施
地域

優先実施
地区(km )

④ ⑦ ⑧

＝②＋③ ＝①-⑤-⑥ =⑦-④

1,411.83
42.63
17.75

1,351.45 48.04 5.10 53.14 3.9％ 25.72 89.78 1235.95 4.3％ 1,182.81
99.00 22.84 3.44 26.28 26.5％ 14.90 0.23 83.87 31.3％ 57.59
68.83 5.08 0.49 5.57 8.1％ 0.94 0.36 67.53 8.2％ 61.96
154.05 3.61 1.17 4.78 3.1％ 9.88 0.00 144.17 3.3％ 139.39
1,029.57 16.51 0 16.51 1.6％ 0 89.19 940.38 1.8％ 923.87

④／⑦％⑤ ⑥

優先度が低い地域

① ②  ③ ④／①％

国有林野
公有水面等
地籍調査対象区域（計）
ＤＩＤ
宅地（ＤＩＤ以外）
農用地等（ＤＩＤ以外）
林地

 市 域
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第６章 今後の取組み   ~ 地籍調査の迅速化 ~

1.  民間の測量成果の活用 
街区境界調査手法は、比較的短期間に街区境界だけを先行して確認する手法です。街区内の

土地の調査は未確認で残存することから、国土調査法第 19 条第５項指定制度や国のプラットフォ
ーム・オープンデータサイトを活用し民間の測量成果等を蓄積・共有するなど、街区境界調査を補
足する方法について検討します。 

（出典：国土交通省資料）

２．最新技術の効果検討等 
国と共同して、駿河区用宗地区において MMS(モービル・マッピング・システム)を活用した
効率的手法導入推進基本調査を令和 3年度に実施しました。 

測量分野は、通信衛星を用いた測位システム
の技術革新が進んでいます。国は「第７次国土
調査事業十箇年計画で、新技術等を活用した調
査情報を整備し、地域性に応じた活用方法等の
ノウハウの普及・定着を図る」としています。 

本市においても、地籍調査の円滑化・迅速化
のために、先進的・効率的な手法の導入につい
て検討していきます。 

（出典：国土交通省資料）
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